
 

徳
川
家
康
が
慶
長
年
間
に
展
開
し

た
国
際
外
交
は
、
駿
府
に
た
び
た
び

外
国
の
使
節
を
迎
え
さ
せ
た
。
東
ア

ジ
ア
の
朝
鮮
・
琉
球
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
ス
ペ
イ
ン
（
メ
キ
シ
コ
、
マ
ニ
ラ
）

・
ポ
ル
ト
ガ
ル
（
マ
カ
オ
）
・
オ
ラ

ン
ダ
・
イ
ギ
リ
ス
な
ど
で
あ
る
。 

 
さ
ら
に
『
当
代
記
』
に
は
、
慶
長

十
三
年
（
一
六
〇
八
）
十
二
月
の
こ

と
と
し
て
、
「
バ
ン
チ
ヤ
ア
国
よ
り

以
使
者
、
駿
府
大
御
所
江
令
音
信
、

大
御
所
し
や
う
ぎ
に
腰
を
掛
、
彼
使

者
有
対
面
、
是
は
船
着
島
、
商
舶
往

来
地
也
」
と
い
う
記
事
が
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
家
康
が
「
バ
ン
チ
ヤ
ア
国
」

か
ら
派
遣
さ
れ
た
使
者
と
床
几
に
座

し
て
会
見
し
た
と
の
内
容
で
あ
る
。 

 

こ
の
「
バ
ン
チ
ヤ
ア
国
」
に
つ
い

て
は
、
ジ
ャ
ワ
島
の
バ
ン
テ
ン
王
国

の
転
訛
と
す
る
説
、
「
バ
ン
ツ
ァ
」

（
人
の
意
）
を
自
称
し
て
い
た
台
湾

東
部
の
ア
ミ
族
と
す
る
説
が
あ
る
。 

 

但
し
、
家
康
は
慶
長
十
四
年
二
月

頃
に
台
湾
の
使
者
不
参
を
理
由
と
し

て
、
肥
前
有
馬
氏
に
出
兵
を
命
じ
て

い
る
。
前
年
に
ア
ミ
族
の
使
者
と
会

見
し
て
い
た
な
ら
ば
、
か
か
る
理
由

は
示
さ
れ
な
い
は
ず
で
あ
る
。 

よ
っ
て
、
現
段
階
で
は
バ
ン
テ
ン

王
国
、
あ
る
い
は
ボ
ル
ネ
オ
島
南
部

の
バ
ン
ジ
ャ
ル
王
国
の
可
能
性
が
高

い
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
当
時
、
東

ユ
ー
ラ
シ
ア
全
域
で
加
熱
し
て
い
た

海
上
貿
易
ブ
ー
ム
（
大
航
海
時
代
）

は
、
ジ
ャ
ワ
島
と
ボ
ル
ネ
オ
島
に
も

及
ん
で
お
り
、
「
船
着
島
、
商
舶
往

来
地
」
と
い
う
表
現
と
合
致
す
る
。 

 

ま
た
、
バ
ン
テ
ン
・
バ
ン
ジ
ャ
ル

の
両
王
国
は
、
い
ず
れ
も
イ
ス
ラ
ム

王
朝
で
あ
っ
た
。
そ
の
点
で
想
起
さ

れ
る
の
は
、
家
康
の
イ
ギ
リ
ス
人
側

近
と
し
て
知
ら
れ
る
ウ
ィ
リ
ア
ム
・

ア
ダ
ム
ス
（
三
浦
按
針
）
の
経
歴
で

あ
る
。
ア
ダ
ム
ス
は
オ
ラ
ン
ダ
の
東

洋
遠
征
隊
（
リ
ー
フ
デ
号
は
そ
の
一

隻
）
に
参
加
す
る
ま
で
、
イ
ギ
リ
ス

と
モ
ロ
ッ
コ
の
イ
ス
ラ
ム
王
朝
で
あ

る
サ
ア
ド
朝
と
の
貿
易
を
扱
う
バ
ー

バ
リ
ー
商
会
に
勤
務
し
て
い
た
。
家

康
と
「
バ
ン
チ
ヤ
ア
国
」
の
使
者
の

会
見
に
は
、
イ
ス
ラ
ム
教
徒
と
の
折

衝
に
つ
い
て
、
相
応
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を

有
す
る
ア
ダ
ム
ス
も
関
与
し
て
い
た

と
推
測
し
て
み
た
と
し
て
も
、
極
端

な
勇
み
足
で
は
な
い
だ
ろ
う
。 

 

い
ず
れ
に
し
て
も
、
家
康
が
手
が

け
た
国
際
外
交
に
つ
い
て
は
、
東
ア

ジ
ア
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
の
関
係
に
と

ど
ま
ら
ず
、
イ
ス
ラ
ム
世
界
も
含
め

た
、
よ
り
広
い
視
野
か
ら
検
証
す
る

必
要
が
あ
る
と
見
込
ま
れ
る
。 

          

「
バ
ン
チ
ヤ
ア
国
」
の
使
者 小

川 

雄 
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例
会
告
要
旨 

十
二
月
例
会 

静
岡
市
歴
史
博
物
館
講
座
室 

十
二
月
二
日(

土)(

一
七
名
参
加) 

近
世
に
お
け
る
駿
府
城
の
実
像 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

増
田
亜
矢
乃 

駿
府
に
は
駿
府
城
・
久
能
山
東
照

宮
の
ほ
か
、
宝
台
院
、
華
陽
院
、
静

岡
浅
間
神
社
な
ど
徳
川
将
軍
家
ゆ
か

り
の
寺
社
が
多
く
存
在
す
る
。
先
行

研
究
は
近
世
初
頭
の
駿
府
城
、
久
能

山
東
照
宮
の
修
築
造
営
を
中
心
に
扱

っ
て
お
り
、
直
轄
地
に
な
っ
て
以
降

は
あ
ま
り
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
直

轄
地
に
な
っ
て
以
降
も
建
築
物
の
管

理
は
依
然
駿
府
に
赴
任
し
た
役
人
た

ち
に
課
さ
れ
た
重
要
業
務
で
あ
り
、

管
理
状
況
・
体
制
の
把
握
は
直
轄
地

と
し
て
の
駿
府
の
状
況
を
把
握
す
る

こ
と
に
つ
な
が
る
と
考
え
る
。 

本
報
告
で
は
、
上
記
の
問
題
関
心

か
ら
寛
永
期
以
降
に
駿
府
で
建
築
物

の
維
持
管
理
を
担
当
し
た
組
織
、
そ

し
て
享
和
期
・
文
化
期
頃
の
駿
府
城

の
状
況
に
つ
い
て
考
察
し
た
。 

駿
府
城
は
慶
長
十
二
（
一
六
〇
七
）

年
に
公
儀
普
請
に
よ
っ
て
修
築
さ

れ
、
そ
の
後
地
震
な
ど
の
被
害
を
受

け
た
際
は
幕
府
か
ら
命
を
受
け
た
大

名
が
手
伝
い
普
請
を
行
っ
た
。
し
か

し
、
日
常
的
に
も
建
築
物
の
維
持
管

理
は
必
要
で
あ
り
、
こ
れ
を
担
当
し

た
の
が
駿
府
破
損
奉
行
で
あ
っ
た
。

『
駿
国
雑
志
』
に
よ
る
と
寛
永
十
六

（
一
六
三
九
）
年
の
在
番
（
駿
府
城

内
警
備
隊
、
大
番
の
ち
書
院
番
か
ら

配
属
）
設
置
以
降
、
在
番
か
ら
輩
出

さ
れ
て
い
る
。
寛
永
期
に
は
通
常
管

理
を
担
う
破
損
奉
行
２
名
の
ほ
か
、

宝
台
院
や
久
能
山
東
照
宮
で
修
復
が

必
要
に
な
っ
た
と
き
に
は
増
員
が
行

わ
れ
た
と
さ
れ
、
宝
永
期
ま
で
任
命

者
が
あ
げ
ら
れ
る
が
詳
細
は
つ
か
め

な
い
。 

こ
の
よ
う
な
な
か
享
和
三
（
一
八

〇
三
）
年
に
勤
番
組
で
駿
府
武
具
奉

行
を
つ
と
め
て
い
た
榊
原
平
兵
衛
が

兼
帯
で
破
損
奉
行
に
任
命
さ
れ
た
。

こ
れ
は
前
年
か
ら
城
代
・
町
奉
行
に

よ
っ
て
進
め
ら
れ
て
い
た
静
岡
浅
間

神
社
の
再
建
と
駿
府
城
の
大
規
模
修

理
に
よ
る
措
置
で
あ
っ
た
。
破
損
奉

行
の
も
と
に
は
城
代
・
定
番
・
町
奉

行
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
与
力
一
名
・
同

心
三
名
が
出
さ
れ
組
織
さ
れ
た
。
建

築
工
事
と
い
う
専
門
的
か
つ
経
験
が

必
要
な
仕
事
で
あ
り
、
ま
た
膨
大
で

長
期
に
わ
た
る
工
事
が
見
込
ま
れ
た

か
ら
か
、
彼
ら
は
長
期
に
わ
た
り
こ

の
職
を
つ
と
め
た
。 

静
岡
浅
間
神
社
の
造
営
と
同
時
期

に
幕
府
に
申
請
さ
れ
た
駿
府
城
の
修

築
は
、
享
和
２
年
か
ら
交
渉
が
行
わ

れ
翌
年
に
許
可
、
そ
し
て
文
化
元
（
一

八
〇
四
）
年
に
工
事
が
始
め
ら
れ
た
。

申
請
に
あ
た
り
城
代
・
町
奉
行
が
提

出
し
た
書
類
に
は
、
本
丸
御
殿
の
屋

根
の
雨
漏
り
・
柱
の
湾
曲
、
坤
櫓
の

大
破
、
草
深
御
門
の
橋
の
朽
ち
落
ち
、

二
ノ
丸
御
門
櫓
の
大
破
な
ど
の
状
況

が
記
載
さ
れ
、
城
内
全
域
の
建
築
物

が
限
界
を
迎
え
て
い
た
こ
と
が
う
か

が
え
る
。
こ
こ
ま
で
放
置
さ
れ
た
要

因
と
し
て
は
資
金
面
の
問
題
が
あ
っ

た
よ
う
で
、
近
世
初
頭
よ
り
幕
府
か

ら
無
制
限
に
出
さ
れ
て
い
た
工
事
資

金
が
年
々
減
額
さ
れ
、
維
持
管
理
が

行
き
届
か
な
く
な
っ
た
よ
う
で
あ

る
。
文
化
期
に
は
駿
府
で
利
金
運
用

し
た
資
金
を
投
じ
る
こ
と
で
こ
の
問

題
を
解
決
し
幕
府
か
ら
の
許
可
を
得

て
い
る
。 

本
報
告
で
は
駿
府
城
を
扱
っ
た

が
、
修
復
資
金
・
組
織
と
も
に
久
能

山
東
照
宮
や
静
岡
浅
間
神
社
な
ど
他

の
建
築
物
も
対
象
と
し
て
い
る
。
そ

れ
ら
の
管
理
を
一
体
と
し
て
と
ら
え

る
こ
と
は
非
常
に
重
要
と
考
え
る
。

ま
た
破
損
奉
行
と
そ
の
組
織
の
実
働

事
例
の
蓄
積
と
と
も
に
、
城
代
・
町

奉
行
等
と
の
相
関
関
係
、
他
の
直
轄

地
と
の
比
較
も
視
野
に
入
れ
て
い
き

た
い
。 

 一
月
例
会 

一
月
二
十
七
日(

土) 

（
八
名
参
加
） 

静
岡
労
政
会
館
五
階
第
二
会
議
室 

駿
府
・
清
水
の
米
蔵 

 
 
 

柴 

雅
房 

本
報
告
は
、
「
駿
府
御
蔵
方
年
中

行
事
・
駿
府
御
代
官
所
資
料
」
や
天



保
六
，
七
年
に
作
成
さ
れ
た
「
駿
府

御
蔵
御
詰
米
御
用
留
」
な
ど
、
こ
れ

ま
で
あ
ま
り
活
用
さ
れ
な
か
っ
た
史

料
に
基
づ
き
、
駿
府
・
清
水
米
蔵
の

実
態
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
も
の
で

あ
る
。
両
蔵
は
「
幕
府
御
蔵
」
（
直

轄
地
の
年
貢
米
を
収
納
し
た
幕
府
直

営
の
米
蔵
）
の
一
つ
で
あ
る
。
幕
府

御
蔵
に
つ
い
て
は
飯
島
千
秋
氏
の
先

行
研
究
が
あ
る
。 

 

一 

駿
府
御
蔵
に
つ
い
て 

駿
府
御
蔵
に
は
城
内
御
蔵
（
六
棟

十
一
戸
）
と
紺
屋
御
蔵
（
一
棟
二
戸
）

が
あ
る
。
城
内
御
蔵
は
駿
府
城
二
の

丸
内
に
あ
り
、
東
御
門
の
北
脇
か
ら

内
堀
に
続
く
水
路
際
ま
で
の
地
区
を

占
め
て
い
る
。
静
岡
市
の
発
掘
調
査

に
よ
り
、
米
蔵
の
規
模
、
位
置
（
方

向
）
が
確
認
さ
れ
た
。
堀
沿
い
の
多

聞
櫓
に
も
米
が
収
蔵
さ
れ
て
い
た
こ

と
が
判
明
し
て
い
る
。
紺
屋
御
蔵
の

所
在
に
つ
い
て
は
特
定
で
き
な
い

が
、
紺
屋
町
の
駿
府
代
官
所
近
く
に

あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 

城
内
御
蔵
は
慶
長
十
二
年
（
一
六

〇
七
）
家
康
の
駿
府
入
城
の
際
に
は

城
内
に
設
置
さ
れ
て
い
た
も
の
と
思

わ
れ
る
。
紺
屋
御
蔵
は
寛
文
元
年
（
一

六
六
一
）
に
設
置
さ
れ
た
と
の
記
録

が
あ
る
。
米
の
出
納
は
い
ず
れ
も
代

官
が
担
当
し
た
。 

収
蔵
米
の
用
途
は
駿
府
諸
役
人
の

俸
禄
と
備
蓄
米
で
あ
る
。
俸
禄
米
は

原
則
的
に
、
城
内
御
蔵
か
ら
は
城
内

関
係
役
人
あ
て
に
、
紺
屋
御
蔵
か
ら

は
城
外
関
連
役
人
あ
て
に
払
い
下
げ

ら
れ
た
よ
う
だ
。
城
内
御
蔵
に
納
め

ら
れ
た
備
蓄
米
の
貯
蔵
量
は
基
本
的

に
一
万
俵
。
天
明
三
年
（
一
七
八
三
）
、

文
政
八
年
（
一
八
二
五
）
に
は
浅
草

御
蔵
へ
の
補
填
の
た
め
に
廻
送
さ
れ

て
い
る
。
寛
政
元
年
（
一
七
八
九
）

か
ら
は
飢
饉
に
備
え
、
甲
州
米
に
よ

る
籾
詰
と
な
っ
た
。 

収
蔵
米
は
村
々
か
ら
納
め
ら
れ
た

年
貢
米
で
あ
る
。
安
永
頃
と
思
わ
れ

る
史
料
に
よ
れ
ば
、
駿
府
代
官
が
そ

の
年
に
必
要
な
米
高
を
算
定
し
た
上

で
、
自
ら
の
支
配
地
の
村
々
に
割
り

当
て
、
不
足
の
場
合
は
島
田
代
官
、

江
川
代
官
の
駿
河･

甲
斐
国
支
配
地

に
割
り
当
て
て
い
る
。
さ
ら
に
不
足

し
た
場
合
は
、
遠
州
中
泉
代
官
、
江

川
代
官
の
伊
豆
国
支
配
地
に
割
り
当

て
た
。 

御
蔵
か
ら
放
出
さ
れ
る
俸
禄
米

（
蔵
出
米
）
は
、
市
場
の
狭
い
駿
府

に
と
っ
て
は
重
要
な
米
の
供
給
源
で

あ
っ
た
。
蔵
出
米
の
減
少
は
米
価
高

騰
を
招
き
、
町
人
の
飢
え
に
直
結
し

た
。
「
駿
府
御
蔵
御
詰
米
御
用
留
」

か
ら
は
、
天
保
七
年
（
一
八
三
六
）
、

代
官
の
指
示
の
下
、
蔵
出
米
を
買
い

集
め
る
米
商
人
た
ち
の
行
動
が
、
飢

え
に
苦
し
む
町
人
か
ら
買
い
占
め
と

誤
解
さ
れ
、
糾
弾
さ
れ
る
状
況
が
記

さ
れ
て
い
る
。 

 

二 

清
水
御
蔵 

清
水
御
蔵
は
常
念
寺
川
沿
い
に
あ

り
、
棟
数
は
六
棟
（
十
八
戸
）
。
蔵

敷
地
内
に
は
船
を
近
づ
け
る
た
め
の

掘
割
と
水
門
が
設
け
ら
れ
て
い
た
。 

清
水
御
蔵
は
享
保
十
七
年
（
一
七

三
二
）
の
西
国
蝗
害
被
害
に
際
し
、

大
坂
城
な
ど
か
ら
西
国
へ
送
ら
れ
た

米
の
返
済
先
の
一
つ
と
し
て
設
置
さ

れ
た
。
建
設
を
進
め
た
の
は
当
時
の

駿
府
代
官
山
田
治
左
衛
門
で
あ
る
。

以
後
米
蔵
の
管
理
は
代
官
が
担
当
し

た
。 貯

蔵
量
は
文
化
・
文
政
期
に
は
駿

府
御
蔵
と
合
わ
せ
て
籾
二
万
石
が
貯

蔵
さ
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
。
用
途
は

飢
饉
等
に
備
え
た
備
蓄
米
で
あ
る
。

古
く
な
っ
た
米
の
み
新
米
に
詰
め
替

え
、
古
米
は
江
戸
廻
米
か
入
札
で
地

払
さ
れ
た
。 

天
明
三
年
に
は
駿
府
御
蔵
同
様
江

戸
に
廻
送
さ
れ
た
。
天
明
七
年
（
一

七
八
七
）
の
駿
府
の
打
ち
こ
わ
し
に

際
に
は
、
播
磨
屋
作
右
衛
門
手
代
弥

兵
衛
が
清
水
御
蔵
の
詰
米
を
持
ち
出

し
、
米
五
十
俵
を
安
売
り
し
た
こ
と

が
判
明
。
財
産
没
収
の
上
闕
所
処
分

と
な
っ
て
い
る
。
寛
政
元
年
に
は
駿

府
御
蔵
同
様
甲
州
米
に
よ
る
籾
詰
と

な
っ
た
。
天
保
八
年
（
一
八
三
七
）
、

文
久
元
年
（
一
八
六
一
）
慶
応
二
年



（
一
八
六
六
）
に
は
米
不
足
等
の
理

由
で
駿
府
の
町
な
ど
に
払
い
下
げ
ら

れ
て
い
る
。 

 [

例
会
案
内] 

☆ 

三
月
例
会 

一
、
日 

時 

三
月
二
日(
土) 

午
後
三
時
～ 

二
、
会 

場 

静
岡
県
教
育
会
館
地
階
D
会
議
室 

三
、
報
告
者
及
び
報
告
名 

「
近
世
天
領
の
廻
米
制
度
に
つ
い
て
～
廻
船

差
配
人
の
動
向
を
中
心
に
～
」
柴 

雅
房
氏 

例
年
な
ら
ば
卒
業
論
文
発
表
会
で

し
た
が
、
今
年
は
学
生
の
都
合
が
つ

か
ず
、
通
常
報
告
と
な
り
ま
し
た
。

ご
了
承
く
だ
さ
い
。
さ
ら
に
報
告
者

の
柴
氏
に
は
一
月
に
続
い
て
報
告
し

て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。  

[

事
務
局
よ
り] 

一
、 

報
告
に
つ
い
て 

 

例
年
よ
り
報
告
者
の
希
望
が
多

く
、
四
月
は
三
島
市
の
平
林
氏
、
五

月
は
静
岡
市
歴
史
博
物
館
の
廣
田
氏

と
お
二
人
決
ま
っ
て
い
ま
す
。
報
告

希
望
の
方
は
、
六
月
か
七
月
に
な
り

ま
す
の
で
、早
め
に
連
絡
く
だ
さ
い
。

森
田
の
方
で
調
整
し
ま
す
。 

 

な
お
、
五
月
の
廣
田
報
告
は
、
企

画
展
示
で
今
川
氏
を
扱
う
こ
と
か

ら
、
そ
の
関
連
の
報
告
の
予
定
だ
そ

う
で
す
。 

二
、
歴
史
随
想
の
原
稿
募
集 

報
告
者
の
希
望
と
相
反
し
て
、
歴

史
随
想
の
ス
ト
ッ
ク
が
な
く
な
り
ま

し
た
。
県
内
の
内
容
で
書
け
る
方
は

ぜ
ひ
投
稿
願
い
ま
す
。 

三
、 

会
誌
へ
の
投
稿
依
頼 

 

会
誌
一
四
号
へ
の
投
稿
を
お
願
い

し
ま
す
。
今
年
よ
り
締
め
切
り
を
三

月
末
と
し
ま
し
た
。
投
稿
ご
希
望
の

方
は
、
早
め
の
投
稿
を
お
願
い
し
ま

す
。 

四
、 

原
田
千
尋
氏
の
著
書
紹
介 

 

昨
年
末
に
会
員
の
原
田
千
尋
氏
が

著
書
『
今
川
義
元 

守
護
大
名
か
ら

戦
国
大
名
へ
』を
出
版
さ
れ
ま
し
た
。

地
域
史
研
究
会
で
報
告
さ
れ
、
会
誌

に
投
稿
さ
れ
た
も
の
や
、
歴
史
随
想

に
書
か
れ
た
も
の
が
多
く
収
載
さ
れ

て
い
ま
す
。 

 

い
ず
れ
書
評
会
を
行
う
予
定
で
す

が
、
原
田
氏
の
ご
厚
意
で
、
希
望
の

方
に
は
献
本
い
た
だ
け
る
そ
う
で
す

の
で
、
も
し
希
望
さ
れ
る
方
は
、
事

務
局
森
田
が
ま
と
め
ま
す
の
で
、
ご

連
絡
く
だ
さ
い
。 
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